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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本工作機械工業会（JMTBA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本

産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大

臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS B 6032:2016 は改正され，この規格に置き換えら

れた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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工作機械－安全性－放電加工機 

Machine tools-Safety-Electrical discharge machines 

 
序文 

この規格は，2022 年に第 2 版として発行された ISO 28881 を基とし，我が国の火災予防条例などに準拠

するため，技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

この規格は，JIS B 9700 に定義するタイプ C 規格（個別機械安全規格）である。 

このタイプ C 規格の規定がタイプ A 規格（基本安全規格）又はタイプ B 規格（グループ安全規格）と異

なる場合には，この規格に基づいて設計及び製造した機械に対しては，この規格の規定が優先される。 

なお，この規格で規定していない放電加工（EDM）機及び放電加工システムに関する危険源については，

JIS B 9700:2013 による。 

この規格は，機械の設計者，製造業者，供給者及び輸入者に対する要求事項を示し，さらに，製造業者

が使用者へ提供する情報の一覧を含む。 

1 適用範囲 

この規格は，機械を設計，製造，据付け及び／又は供給する人（事業者）が導入することを意図した，

次の放電加工機及び放電加工システムに適用可能な安全要求事項及び／又は保護方策について規定する。 

－ 手動形彫り放電加工機又は手動細穴放電加工機 

－ 数値制御形彫り放電加工機又は数値制御細穴放電加工機 

－ 数値制御ワイヤ放電加工機 

この規格は，製造業者が使用者に提供しなければならない情報を含む。 

この規格は，アーク放電加工機（arc eroding machining equipment）及び電解加工機には適用しない。 

この規格は，非爆発性雰囲気にある通常の作業環境における放電加工機及び放電加工システムの輸送，

据付け，段取り，保全，修理，及び移動又は廃棄のための解体を含む，意図する使用及び合理的に予見可

能な誤使用を考慮しており，これらにおける放電加工機に関連する全ての主要な危険源，危険状態及び危

険事象を扱う（箇条 4 参照）。 

この規格は，放電加工機及び放電加工システムが備える制御システムの安全関連部に対し，JIS B 9705-

1:2019 で規定する要求パフォーマンスレベル及びカテゴリを規定する。 




